
　令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の住民
税所得割額から1万円を減税する「定額減税」で、減
税しきれないと見込まれる方に対し補足給付を行
います。

　納税義務者本人および控除対象配偶者を含めた
　扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能
　額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年
　度分個人住民税所得割額」を上回る納税義務者
　※扶養親族については、国外居住者を除く
　※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は除く

❖支給額
　次の1、2の合計額を1万円単位に切り上げた額

　
※令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定し、支給額に不
　足がある場合は、令和7年に追加で支給します。

　支給対象者には7月中旬から順次「支給確認書」
をお送りします。申請方法等詳細は、同封資料また
は市ホームページでご確認ください。

🅰令和6年度 新たな非課税世帯等分
　　令和6年6月3日時点で加東市に住民登録があ
　　り、令和5年度に住民税非課税世帯等への給付
　　金や通知を受けておらず、新たに世帯全員の
　　令和6年度住民税が非課税または、均等割のみ
　　課税である世帯
　　※令和6年度住民税課税者の被扶養者のみの世帯は除く

　　※定額減税前の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税
　　　の世帯が対象

　❖支給額
　　1世帯当たり　10万円

　　6月下旬以降、順次、支給要件確認書を対象世
　帯にお送りしています。申請方法等詳細は、同封
　のチラシなどでご確認ください。

🅱令和6年度 新たな非課税世帯等こども加算分
　　上記🅰の対象世帯のうち、下記のいずれかの
　　児童と生計同一である方
　　※施設入所児童を除く

　　1同一世帯にいる平成18年4月2日～令和6年6
　　　月3日までの間に生まれた児童 ⇒ 申請不要

　　2別世帯にいる平成18年4月2日～令和6年6月
　　　3日までの間に生まれた児童 ⇒ 要申請

　　3令和6年6月4日～令和6年9月30日までの間
　　　に生まれた児童 ⇒ 要申請

　❖支給額
　　対象児童1人当たり　5万円

　1、3の対象者
　… 7月下旬から順次お知らせします。3の対象者
　　 については、お送りする資料の内容をご確認
　　 のうえ、申請してください。
　2の対象者
　… 福祉総務課窓口またはホームペー
　　 ジで必要書類を確認のうえ、申請し
　　 てください。

　10月31日㈭

　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口
　🅰 健康福祉部社会福祉課(庁舎1階)　☎27-7081
　🅱 健康福祉部福祉総務課(庁舎1階)　☎43-0408

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金 定額減税補足給付金(調整給付)

🅰 特定(基本)健診
❖対象(下記全てに該当する方)
　□加東市国民健康保険に加入している方
　□令和7年3月31日時点で40歳以上の方
　□令和6年度まちぐるみ総合健診で特定
　　(基本)健診を受診していない方
　□令和6年度加東市国民健康保険人間ドッ
　　ク受診費用助成を受けない方
❖検査内容
　□身体計測　□血圧測定　□血液検査
　□尿検査
　※医師が必要と判断した場合、心電図と眼底検査を追加で
　　受けていただきます。

❖受診方法
　下表の協力医療機関に電話予約のうえ、受診
❖受診期限
　令和7年1月31日㈮
❖費用
　1,000円
　※令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、40歳、
　　45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳を迎えられる方は無
　　料です。

❖受診時に持参するもの
　□健康保険の資格確認書類
　　例マイナンバーカード、健康保険証

　□健診受診票　　□採尿容器
　※お手元に健診受診票、採尿容器がない場合は、保険医療
　　課にお問い合わせください。

問市民協働部保険医療課(庁舎1階)　☎43-0500

🅱 肝炎ウイルス検診
❖対象(下記両方に該当する方)
　□過去に肝炎ウイルス検診を受診したこ
　　とがない方
　□生年月日が次の1～7のいずれかの方
　　1昭和59年4月2日～昭和60年4月1日
　　2昭和54年4月2日～昭和55年4月1日
　　3昭和49年4月2日～昭和50年4月1日
　　4昭和44年4月2日～昭和45年4月1日
　　5昭和39年4月2日～昭和40年4月1日
　　6昭和34年4月2日～昭和35年4月1日
　　7昭和29年4月2日～昭和30年4月1日
❖受診方法
　下表の協力医療機関に電話予約のうえ、受診
❖受診期限
　令和7年1月31日㈮
❖費用
　無料
❖受診時に持参するもの
　□健康保険の資格確認書類
　　例マイナンバーカード、健康保険証

　□健診受診票　　□無料受診券
　※令和6年5月22日以降に転入された方は、健康課にご連絡
　　ください。

問健康福祉部健康課(庁舎2階)　☎42-2800
問「定額減税補足給付金」窓口
　❖支給対象者、支給額に関すること
　　総務財政部税務課(庁舎1階)　☎43-0396
　❖必要書類、支給日に関すること
　　健康福祉部福祉総務課(庁舎1階)　☎43-0408

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支
援給付金」 「定額減税補足給付金(調整
給付)」のいずれについても、未申告等
で所得が確認できない場合は、支給対
象になりません。未申告等の方は、所
得申告を行ったうえで、給付金受給の
申請をしてください。
※定額減税補足給付金(調整給付)については、令和7年
　の支給になります。


